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だより

国民年金保険料の免除期間・
 納付猶予期間がある方へ

知っ 情報!得
旅
行
予
約
サ
イ
ト
で
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テ
ル
を
予
約
し
た
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直
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、
日
付
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間
違
え
て
い
る
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気
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た
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イ
ト
に
「
返
金
不
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返
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れ
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困
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条件をよく確認！ネットでの旅行予約
消費生活 第110回
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契
約
内
容
は
自
身
で
よ
く
確
認
！

 

ネ
ッ
ト
で
の
旅
行
予
約

　
旅
行
予
約
サ
イ
ト
で
の
予
約
は
、
そ
の
サ
イ
ト
の
キ
ャ
ン
セ
ル
等
の
条
件
や
契

約
内
容
に
従
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
消
費
者
自
身
が
十
分
に
確
認
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
同
じ
宿
泊
施
設
等
で
も
、
プ
ラ
ン
ご
と
に
キ
ャ
ン
セ
ル
で
き
る
期
間
が

決
ま
っ
て
い
た
り
、
キ
ャ
ン
セ
ル
は
で
き
て
も
返
金
不
可
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

申
し
込
み
前
に
し
っ
か
り
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

サ
イ
ト
の
運
営
事
業
者
が
、
国
内
な
の
か
海
外
な
の
か
も
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

海
外
事
業
者
の
場
合
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
や
日

本
の
法
律
等
を
用
い
た
交
渉
が
難
し
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
連
絡
方
法
や
日
本
語

で
対
応
さ
れ
る
か
等
カ
ス
タ
マ
ー
対
応
窓
口
に
つ
い
て
も
よ
く
調
べ
ま
し
ょ
う
。

　
氏
名（
英
字
氏
名
の
つ
づ
り
や
姓
名
の
順
な
ど
）、
旅
行
日
程
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
等
の
入
力
ミ
ス
に
も
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。
最
終
確
認
画
面
の
ス
ク
リ
ー
ン

シ
ョ
ッ
ト
を
撮
り
、
申
し
込
み
内
容
に
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、

申
し
込
み
ボ
タ
ン
を
押
し
ま
し
ょ
う
。

　
困
っ
た
と
き
や
悩
ん
だ
と
き
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除）・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、
保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の受取り額が少なくなります。
これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、10年以内であればさかのぼっ
て納めることができます。（追納）
ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して３年度目以降に追納されると、当時の保険料
額に一定の加算額が上乗せされます。追納のお申込みは市役所またはお近くの年金事務所でお願いします。

令和８年度に追納する場合の額
年　　度 当 時 の

保険料月額
追 納 額

（加算後の金額）
平成28年度の月分 16,260円 16,850円
平成29年度の月分 16,490円 17,070円
平成30年度の月分 16,340円 16,900円
令和元年度の月分 16,410円 16,950円
令和２年度の月分 16,540円 17,070円
令和３年度の月分 16,610円 17,110円
令和４年度の月分 16,590円 16,990円
令和５年度の月分 16,520円 16,770円
令和６年度の月分 16,980円 16,980円
令和７年度の月分 17,510円 17,510円

加
算
額
は
、

あ
り
ま
せ
ん
。

※ 令和７年５月26日から戸籍の記載
事項に「氏名のフリガナ」が追加さ
れました。フリガナの修正手続きを
された場合は年金の振込ができなく
なる可能性があります。日本年金機
構から「氏名変更のお知らせ」（口座
名義変更のご案内）が届いた場合は、
金融機関の窓口等で口座名義（フリ
ガナ）の変更手続きを行ってくださ
い。

保険年金課　　　☎51－6628
高岡年金事務所　☎21－4180
 （音声案内②番→②番）

問合せ先
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